
2023年 １⽉試験
ファイナンシャル・プランニング技能検定

２級 実技試験

実施⽇① ◆     年  ⽉  ⽇

実施⽇② ◆     年  ⽉  ⽇

実施⽇③ ◆     年  ⽉  ⽇

試験時間 ◆ 90分

資産設計提案業務

① 問題⽤紙は試験監督者の指⽰があるまで開けないでください。
② 試験問題は、試験⽤紙と解答⽤紙からなっています。解答はすべて解答⽤紙に記⼊してく
ださい。

③ 解答⽤紙にはあらかじめ受検番号、カナ⽒名が印字されていますので、ご⾃⾝のものかを
確認してから漢字⽒名を記⼊してください。

④ 問題数は40問、解答はすべて記述式です。
⑤ 試験問題については、特に指⽰のない限り、法令基準⽇（１⽉・５⽉試験は前年10⽉1⽇、
９⽉試験はその年の４⽉１⽇）現在において施⾏の法令等に基づいて解答してください。
なお、東⽇本⼤震災の被災者等に対する各種特例等については考慮しないものとします。

⑥ 試験問題の内容に関する質問には⼀切お答えできません。
⑦ 問題⽤紙・解答⽤紙に印刷不明瞭や乱丁・落丁があった場合は、お申し出ください。
⑧ 解答⽤紙は試験終了後、回収しますので持ち帰らないでください。問題⽤紙はお持ち帰り
ください。

⑨ 計算機（電卓）は演算機能のみを有するものだけ使⽤できます。関数機能やプログラムの
⼊⼒可能なものは使⽤できません。

⑩ 携帯電話やスマートフォンなどの通信機能を有する機器は電源を切ってカバン等へしまっ
てください（マナーモードも不可）。

⑪ 机の上には受検票、本⼈確認書類、筆記⽤具（HBの鉛筆またはシャープペンシル、消しゴ
ム）、計算機（電卓）以外のものは置かないでください。

⑫ 不正⾏為防⽌のため、試験監督者が持ち物の提⽰を求める場合があります。
⑬ 試験問題の⾳読は慎んでください。
⑭ 試験開始60分経過後は退室できます。ただし、試験時間終了前の10分間は退出できませ
ん。

★ 注 意 事 項 ★



【第１問】 下記の（問１）〜（問２）について解答しなさい。

問１

ファイナンシャル・プランナー（以下「ＦＰ」という）は、ファイナンシャル・プランニング業

務を⾏ううえで関連業法等を順守することが重要である。ＦＰの⾏為に関する次の（ア）〜

（エ）の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記⼊しなさい。

(ア) ⽣命保険募集⼈・保険仲⽴⼈の登録を受けていないＦＰが、顧客が持参したパンフレットの

変額個⼈年⾦保険について商品説明を⾏った。

(イ) 弁護⼠資格を有していないＦＰ（遺⾔者や公証⼈と利害関係はない成年者）が、顧客から依

頼されて公正証書遺⾔の証⼈となり、顧客から適正な報酬を受け取った。

(ウ) 税理⼠資格を有していないＦＰが、参加費有料の相続対策セミナーを開催し、仮定の事例に

基づく⼀般的な相続税対策について解説した。

(エ) 投資助⾔・代理業の登録を受けていないＦＰが、顧客の相談を有償で受け、顧客⾃⾝が持参

した投資信託の運⽤報告書の内容を確認し、この投資信託の価値等の分析に基づいて、解約

するよう助⾔した。

問２

「⾦融サービスの提供に関する法律（以下「⾦融サービス提供法」という）」に関する次の記述

のうち、最も不適切なものはどれか。

1． ⾦融サービス提供法は、⾦融商品販売業者等が⾦融商品の販売またはその代理もしくは媒介

に際し、顧客に対し説明すべき事項等を定めること等により、顧客の保護を図る法律である。

2． ⾦融サービス提供法は、「⾦融商品の販売等に関する法律（⾦融商品販売法）」が改称され

た法律である。

3． 投資信託等の売買の仲介を⾏うＩＦＡ（Ｉｎｄｅｐｅｎｄｅｎｔ Ｆｉｎａｎｃｉａｌ Ａｄｖ

ｉｓｏｒ＝独⽴系ファイナンシャル・アドバイザー）は、⾦融サービス提供法が適⽤される。

4． 投資は投資者⾃⾝の判断と責任において⾏うべきであり、⾦融サービス提供法では、⾦融商

品販売業者等が重要事項の説明義務を怠ったことで顧客に損害が⽣じたとしても、⾦融商品販

売業者等は損害賠償責任を負うわけではない。
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【第２問】 下記の（問３）〜（問６）について解答しなさい。

問３

下記＜資料＞は、飯⽥さんが同⼀の特定⼝座内で⾏ったＱＷ株式会社の株式取引に係る明細であ

る。飯⽥さんが２０２４年１⽉１０⽇に売却した２００株について、譲渡所得の取得費の計算の

基礎となる１株当たりの取得価額として、正しいものはどれか。なお、計算結果について円未満

の端数が⽣じる場合には切り上げて円単位とすること。

1． ３, ４１０円

2． ３, ６６０円

3． ３, ６９９円

4． ３, ８２０円

問４

下記＜資料＞の債券を満期（償還）時まで保有した場合の最終利回り（単利・年率）を計算しな

さい。なお、⼿数料や税⾦等については考慮しないものとし、計算結果については⼩数点以下第

４位を切り捨てること。また、解答に当たっては、解答⽤紙に記載されている単位に従うこと

（解答⽤紙に記載されているマス⽬に数値を記⼊すること）。

＜資料＞

表⾯利率：年０. １０％

買付価格：額⾯１００円につき９９. ６２円

発⾏価格：額⾯１００円につき１００. ００円

償還までの残存期間：８年

〈© FP2級ドットコム 無断転載を禁じます〉

売買委託⼿数料や消費税については考慮しないこととする。※

その他の記載のない条件については⼀切考慮しないこととする。※
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問５

安藤さんは、⾦投資について、ＦＰの天野さんに質問をした。下記の空欄（ア）〜（エ）に⼊る

適切な語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記⼊しなさい。

「⾦投資について教えてください。地政学的リスクが⾼まっているとき、⾦価格に

はどのような影響がありますか。」

「⼀般的には、（ ア ）する傾向です。」

「⾦を積⽴てで購⼊する、純⾦積⽴という⽅法があるそうですね。」

「はい。純⾦積⽴では、毎回、（ イ ）を積み⽴てるドルコスト平均法が採⽤さ

れています。」

「積み⽴てた⾦を、現物で受け取ることはできるのでしょうか。」

「地⾦で受け取ることが（ ウ ）。」

「⾦を売却して利益が出た場合、所得税の区分はどうなりますか。」

「個⼈が⾦地⾦や純⾦積⽴を売却した場合の所得は、譲渡所得に区分されます。保

有期間が（ エ ）以内の場合は短期譲渡所得です。（ エ ）超であれば、⻑期

譲渡所得となります。」

問６

下記＜資料＞に関する次の記述の空欄（ア）、（イ）にあてはまる語句の組み合わせとして、最

も適切なものはどれか。

ＰＸ株式のＰＢＲ（株価純資産倍率）は、（ ア ）倍である。

ＰＸ株式とＰＹ株式の配当利回りを⽐較した場合、（ イ ）株式の⽅が⾼い。

1． （ア）０. ９５ （イ）ＰＸ

2． （ア）０. ９５ （イ）ＰＹ

3． （ア）１. ０５ （イ）ＰＸ

4． （ア）１. ０５ （イ）ＰＹ
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安藤さん：

天野さん：

安藤さん：

天野さん：

安藤さん：

天野さん：

安藤さん：

天野さん：

１. 上昇 ２. 下落 ３. その都度指定する⾦額 ４. ⼀定⾦額 ５. ⼀定数量

６. できます ７. できません ８. ５年 ９. １０年 １０. ２０年

〈語句群〉
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【第３問】 下記の（問７）〜（問１０）について解答しなさい。

問７

下記＜資料＞は、湯本さんが購⼊を検討している物件の登記事項証明書の⼀部である。この登記

事項証明書に関する次の（ア）〜（エ）の記述について、適切なものには○、不適切なものには×

を解答欄に記⼊しなさい。なお、＜資料＞に記載のない事項は⼀切考慮しないこととする。

(ア) 所有権保存など所有権に関する事項が記載されている欄（Ａ）は、権利部の⼄区である。

(イ) この物件には株式会社ＨＺ銀⾏の抵当権が設定されているため、別途、ほかの⾦融機関が抵

当権を設定することはできない。

(ウ) 三上順⼆さんが株式会社ＨＺ銀⾏への債務を完済すると、当該抵当権の登記は⾃動的に抹消

される。

(エ) 本物件の登記事項証明書は、現在の所有者である三上順⼆さんのほか利害関係者でなけれ

ば、交付の請求をすることができない。

〈© FP2級ドットコム 無断転載を禁じます〉 －4－



問８

建築基準法に従い、下記＜資料＞の⼟地に建物を建てる場合の建築⾯積の最⾼限度を計算しなさ

い。なお、＜資料＞に記載のない条件については⼀切考慮しないこととする。また、解答に当た

っては、解答⽤紙に記載されている単位に従うこと。

問９

⼩⼭さんは、ＦＰで税理⼠でもある牧村さんに固定資産税について質問をした。下記の空欄

（ア）〜（エ）にあてはまる語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記⼊しなさい。

なお、同じ番号を何度選んでもよいこととする。

「マイホームを購⼊する予定です。固定資産税について、教えてください。」

「固定資産税は、毎年（ ア ）現在の⼟地や家屋などの所有者に課される税⾦で

す｡」

「今、新築住宅には、固定資産税が軽減される制度があると聞きました。」

「新築住宅が⼀定の要件を満たす場合は、新築後の⼀定期間、⼀⼾当たり１２０㎡

相当分の固定資産税が（ イ ）に減額されます。」

「固定資産税には、住宅⽤地についての特例があるとも聞いています。」

「そのとおりです。⼀定の要件を満たす住宅が建っている住宅⽤地（⼩規模住宅⽤

地）については、⼀⼾当たり（ ウ ）までの部分について、固定資産税の課税標

準額が、固定資産税評価額の（ エ ）になる特例があります。」
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⼩⼭さん：

牧村さん：

⼩⼭さん：

牧村さん：

⼩⼭さん：

牧村さん：

１. １⽉１⽇ ２. ４⽉１⽇ ３. ７⽉１⽇ ４. ２分の１ ５. ３分の１ ６. ６分の１

７. ２００㎡ ８. ２８０㎡ ９. ３３０㎡

〈語句群〉
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問１０

下記＜資料＞は、北村さんが購⼊を検討している投資⽤マンションの概要である。この物件の実

質利回り（年利）を計算しなさい。なお、＜資料＞に記載のない事項については⼀切考慮しない

こととする。また、計算結果については、⼩数点以下の端数が⽣じた場合は、⼩数点以下第３位

を四捨五⼊することとし、解答に当たっては、解答⽤紙に記載されている単位に従うこと（解答

⽤紙に記載されているマス⽬に数値を記⼊すること）。

＜資料＞

購⼊費⽤の総額：１, ５００万円（消費税と仲介⼿数料等取得費⽤を含めた⾦額）

想定される賃料（⽉額）：６０, ０００円

運営コスト（⽉額）：

管理費・修繕積⽴⾦等 １０, ０００円

管理業務委託費 ⽉額賃料の５％

想定される固定資産税・都市計画税（年額）：３６, ０００円
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【第４問】 下記の（問１１）〜（問１４）について解答しなさい。

問１１

荒⽊陽介さん（４８歳）が加⼊の提案を受け、加⼊することにした⽣命保険の保障内容は下記＜

資料＞のとおりである。次の記述の空欄（ア）〜（ウ）にあてはまる数値を解答欄に記⼊しなさ

い。なお、保険契約は有効に継続し、かつ特約は⾃動更新しているものとし、荒⽊さんはこれま

でに＜資料＞の保険から、保険⾦・給付⾦を⼀度も受け取っていないものとする。また、各々の

記述はそれぞれ独⽴した問題であり、相互に影響を与えないものとする。
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２０２Ｘ年３⽉に、荒⽊さんが交通事故で死亡（⼊院・⼿術なし）した場合、保険会社から

⽀払われる保険⾦・給付⾦の合計は（ ア ）万円である。なお、死亡時の利率変動型積⽴

保険の積⽴⾦額は４万円とする。

２０２Ｘ年５⽉に、荒⽊さんが余命６ヵ⽉以内と判断された場合、リビング・ニーズ特約の

請求において指定できる最⼤⾦額は（ イ ）万円である。なお、利率変動型積⽴保険と⻑

期⽣活保障保険のリビング・ニーズ特約の請求はしないものとし、指定保険⾦額に対する６

ヵ⽉分の利息と保険料相当額は考慮しないものとする。

２０２Ｘ年６⽉に、荒⽊さんが初めてがん（悪性新⽣物）と診断され、治療のため２０⽇間

⼊院し、その間に約款所定の⼿術を１回受けた場合、保険会社から⽀払われる保険⾦・給付

⾦の合計は（ ウ ）万円である。なお、上記内容は、がんに対する所定の⼿術、所定の⽣

活習慣病、７⼤疾病で所定の診断に該当するものとする。

問１２

下記＜資料＞を基に、桑原さんの⾃宅に係る年間の地震保険料として、正しいものはどれか。桑

原さんの⾃宅は愛媛県にあるイ構造のマンションで、⽕災保険の保険⾦額は１, ０００万円であ

る。なお、地震保険の保険⾦額は、２０２４年１⽉１⽇現在の⽕災保険の保険⾦額に基づく契約

可能な最⼤額であり、地震保険料の割引制度は考慮しないこととする。

1． ５, ８００円

2． ９, ７５０円

3． １１, ６００円

4． １９, ５００円
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イ構造：主として鉄⾻・コンクリート造の建物、ロ構造：主として⽊造の建物※
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問１３

⻑⾕川さんは、２０２３年中に糖尿病および⼼疾患により合計３回⼊院をした。下記＜資料＞に

基づき、⻑⾕川さんが契約している医療保険の⼊院給付⾦の⽇数に関する次の記述の空欄（ア）

に⼊る数値を解答欄に記⼊しなさい。なお、⻑⾕川さんはこれまでにこの医療保険から⼀度も給

付⾦を受け取っていないものとする。

＜資料＞

［⻑⾕川さんの⼊院⽇数］

［⻑⾕川さんの医療保険の⼊院給付⾦（⽇額）の給付概要］

給付⾦の⽀払い条件：⼊院１⽇⽬（⽇帰り⼊院含む）から⽀払う。

１⼊院限度⽇数：６０⽇

通算限度⽇数：１, ０９５⽇

３⼤疾病（がん、⼼疾患、脳⾎管疾患）による⼊院は⽀払⽇数無制限

１８０⽇以内に同じ疾病で再⼊院した場合には、１回の⼊院とみなす。

⻑⾕川さんが、２０２３年の⼊院について受けることができる⼊院給付⾦の⽇数は、合計（

ア ）⽇分である。
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問１４

杉⼭浩⼆さんが契約している第三分野の保険（下記＜資料＞を参照）について述べた（ア）〜

（エ）の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記⼊しなさい。なお、

保険契約は有効に成⽴しており、記載のない事項については⼀切考慮しないこととする。
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(ア) 浩⼆さんが、初めてがん（悪性新⽣物）と診断確定され、その後に死亡した場合は特定疾病

保障保険Ａから特定疾病保険⾦と死亡保険⾦の両⽅を受け取ることができる。

(イ) 特定疾病保障保険Ａにリビングニーズ特約を中途付加する場合、特約保険料は必要ない。

(ウ) 浩⼆さんが保険料の払込みが困難になった場合、介護保障定期保険Ｂは⾃動振替貸付により

保険契約を継続することができる。

(エ) 浩⼆さんが公的介護保険制度の要介護３に該当し、常時寝たきり状態で⼊浴が⾃分ではでき

ない状態が１８０⽇以上継続した場合、介護保障定期保険Ｂの介護保険⾦を受け取ることが

できる。

2級実技（資産設計提案業務 2023.1）－11－



【第５問】 下記の（問１５）〜（問１８）について解答しなさい。

問１５

会社員の⼩⽥さんは、２０２３年１２⽉末で３５年４ヵ⽉勤め続けてきた株式会社ＹＺを退職

し、退職⼀時⾦３, ０００万円を受け取った。この退職⼀時⾦に係る退職所得の⾦額はいくらにな

るか。なお、⼩⽥さんは、勤務先の役員であったことはなく、退職は障害者になったことに基因

するものではない。また、解答に当たっては、解答⽤紙に記載されている単位に従うこと。

問１６

公的年⾦等に係る所得税の取扱いに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1． ⼩規模企業共済の共済⾦や確定拠出年⾦の⽼齢給付⾦は、年⾦形式で受け取る場合、公的年

⾦等に係る雑所得の収⼊⾦額となる。

2． 公的年⾦等に係る雑所得の⾦額の計算は、「公的年⾦等の収⼊⾦額－公的年⾦等控除額」に

より計算するが、公的年⾦等控除額は、受給者の年齢が７０歳以上か７０歳未満かにより、控

除額が異なる。

3． 公的年⾦等以外の総合課税となる雑所得の⾦額に、⾚字が⽣じた場合、その⾚字の⾦額と公

的年⾦等に係る雑所得の⾦額を通算し、雑所得の⾦額を計算することができる。

4． 公的年⾦等の収⼊⾦額が４００万円以下であり、かつ、その公的年⾦等の全部が源泉徴収の

対象となる場合において、公的年⾦等に係る雑所得以外の所得⾦額の合計が２０万円以下であ

るときは、確定申告は不要である。

問１７

所得税の⻘⾊申告特別控除制度に関する次の記述の空欄（ア）〜（ウ）に⼊る適切な数値を解答

欄に記⼊しなさい。

〈© FP2級ドットコム 無断転載を禁じます〉

不動産所得または事業所得を⽣ずべき事業を営んでいる⻘⾊申告者で、これらの所得に係る

取引を正規の簿記の原則（⼀般的には複式簿記）により記帳し、その記帳に基づいて作成し

た貸借対照表および損益計算書を確定申告書に添付して法定申告期限内に提出している場合

には、原則としてこれらの所得を通じて最⾼（ ア ）万円を控除することができる。

(1)

この（ ア ）万円の⻘⾊申告特別控除を受けることができる⼈が、所定の帳簿の電⼦帳簿

保存またはｅ－Ｔａｘによる電⼦申告を⾏っている場合は、最⾼（ イ ）万円の⻘⾊申告

特別控除が受けられる。

(2)

上記（１）および（２）以外の⻘⾊申告者については、不動産所得、事業所得および⼭林所

得を通じて最⾼（ ウ ）万円を控除することができる。

(3)
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問１８

会社員の⼭岸さんの２０２３年分の所得等が下記＜資料＞のとおりである場合、⼭岸さんが２０

２３年分の所得税の確定申告を⾏う際に、給与所得と損益通算できる損失に関する次の記述のう

ち、最も適切なものはどれか。なお、▲が付された所得⾦額は、その所得に損失が発⽣している

ことを意味する。

1． 不動産所得▲１００万円と損益通算できる。

2． 副業の雑所得▲１０万円と損益通算できる。

3． 上場株式の譲渡所得▲１５０万円と損益通算できる。

4． 損益通算できる損失はない。
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【第６問】 下記の（問１９）〜（問２２）について解答しなさい。

問１９

下記＜資料＞の⼟地に係る路線価⽅式による普通借地権の相続税評価額の計算式として、正しい

ものはどれか。

＜資料＞

1． ２００千円×１. ００×３００㎡

2． ２００千円×１. ００×３００㎡×７０％

3． ２００千円×１. ００×３００㎡×（１－７０％）

4． ２００千円×１. ００×３００㎡×（１－７０％×３０％×１００％）

〈© FP2級ドットコム 無断転載を禁じます〉

奥⾏価格補正率 １４ｍ以上１６ｍ未満 １. ００(注1)

借地権割合 ７０％(注2)

借家権割合 ３０％(注3)

その他の記載のない条件は、⼀切考慮しないこと。(注4)
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問２０

⾺場さんは、ＦＰで税理⼠でもある藤原さんに、相続税において相続財産から控除できる債務等

に関する質問をした。下記の空欄（ア）〜（エ）に⼊る適切な語句を語群の中から選び、その番

号のみを解答欄に記⼊しなさい。なお、同じ番号を何度選んでもよいこととする。

「相続税を計算するとき、被相続⼈の債務は、相続財産から控除できると聞きまし

た。亡くなった⽗の医療費が未払いになっているのですが、相続財産から控除する

ことはできますか。」

「被相続⼈に係る未払い医療費は、相続財産から控除することが（ ア ）。」

「⽗が⽣前に購⼊した墓地の代⾦が未払いのままです。こちらはどうですか。」

「被相続⼈が⽣前に購⼊した墓地の未払い代⾦は、相続財産から控除することが（

イ ）。」

「⽗はアパート経営をしていました。⽗が預かっていた、将来返⾦することになる

敷⾦を相続財産から控除できますか。」

「（ ウ ）。」

「葬式に関する費⽤について、控除できるものはありますか。」

「例えば（ エ ）は、葬式費⽤として相続財産から控除することができます。」
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⾺場さん：

藤原さん：

⾺場さん：

藤原さん：

⾺場さん：

藤原さん：

⾺場さん：

藤原さん：

１. できます ２. できません ３. 四⼗九⽇の法要のための費⽤ ４. 通夜のための費⽤

５. ⾹典返戻のための費⽤

〈語句群〉
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問２１

⼯藤さん（５９歳）は、２０２３年１２⽉に夫から居住⽤不動産（財産評価額２, ７５０万円）の

贈与を受けた。⼯藤さんが贈与税の配偶者控除の適⽤を受けた場合の２０２３年分の贈与税額と

して、正しいものはどれか。なお、２０２３年においては、このほかに⼯藤さんが受けた贈与は

ないものとする。また、納付すべき贈与税額が最も少なくなるように計算すること。

1． １４万円

2． １０２万円

3． １３１万円

4． １７５万円
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問２２

下記の相続事例（２０２３年８⽉９⽇相続開始）における各⼈の相続税の課税価格の組み合わせ

として、正しいものはどれか。なお、記載のない条件については⼀切考慮しないこととする。

＜課税価格の合計額を算出するための財産等の相続税評価額＞

マンション（建物および建物敷地権）：３, ５００万円

現預⾦：１, ０００万円

死亡保険⾦：１, ５００万円

死亡退職⾦：２, ０００万円

債務および葬式費⽤：４００万円

＜親族関係図＞

1． 配偶者：３, ６００万円 ⻑男：５００万円 ⻑⼥：５００万円

2． 配偶者：３, ６００万円 ⻑男：１, ０００万円 ⻑⼥：１, ０００万円

3． 配偶者：５, １００万円 ⻑男：５００万円 ⻑⼥：５００万円

4． 配偶者：５, １００万円 ⻑男：１, ０００万円 ⻑⼥：１, ０００万円
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マンションの評価額は、「⼩規模宅地等の特例」適⽤後の⾦額であり、死亡保険⾦および死

亡退職⾦は、⾮課税限度額控除前の⾦額である。

※

マンションは配偶者が相続する。※

現預⾦は、⻑男および⻑⼥が２分の１ずつ受け取っている。※

死亡保険⾦は、配偶者、⻑男、⻑⼥がそれぞれ３分の１ずつ受け取っている。※

死亡退職⾦は、配偶者が受け取っている。※

相続開始前３年以内に被相続⼈からの贈与により財産を取得した相続⼈はおらず、相続時精

算課税制度を選択した相続⼈もいない。また相続を放棄した者もいない。

※

債務および葬式費⽤は、すべて被相続⼈の配偶者が負担している。※
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【第７問】 下記の（問２３）〜（問２５）について解答しなさい。

問２３

⼭根家のキャッシュフロー表の空欄（ア）に⼊る数値を計算しなさい。なお、計算過程において

は端数処理をせず計算し、計算結果については万円未満を四捨五⼊すること。

〈© FP2級ドットコム 無断転載を禁じます〉 －18－

＜⼭根家の家族データ＞

＜⼭根家のキャッシュフロー表＞（単位：万円）

《設 例》

年齢および⾦融資産残⾼は各年１２⽉３１⽇現在のものとし、２０２３年を基準年とする。※

給与収⼊は可処分所得で記載している。※

記載されている数値は正しいものとする。※

問題作成の都合上、⼀部を空欄としている。※



問２４

⼭根家の両親が考えている進学プランは下記のとおりである。下記＜条件＞および＜資料＞のデ

ータに基づいて、⼭根家のキャッシュフロー表の空欄（イ）に⼊る教育費の予測数値を計算しな

さい。なお、計算過程においては端数処理をせずに計算し、計算結果については万円未満を四捨

五⼊すること。

＜条件＞

［⼭根家の進学プラン］

［計算に際しての留意点］

教育費の数値は、下記＜資料：⼩学校・中学校の学習費総額＞を使⽤して計算すること。

下記＜資料＞の結果を２０２３年とし、変動率を１％として計算すること。

問２５

⼭根家のキャッシュフロー表の空欄（ウ）に⼊る数値を計算しなさい。なお、計算過程において

は端数処理をせず計算し、計算結果については万円未満を四捨五⼊すること。
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【第８問】 下記の（問２６）〜（問２８）について解答しなさい。
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下記の係数早⾒表を乗算で使⽤し、各問について計算しなさい。なお、税⾦は⼀切考慮しない

こととし、解答に当たっては、解答⽤紙に記載されている単位に従うこと。

［係数早⾒表（年利１. ０％）］

《設 例》

記載されている数値は正しいものとする。※



問２６

⼤下さんは、相続により受け取った２７０万円を運⽤しようと考えている。これを５年間、年利

１. ０％で複利運⽤した場合、５年後の合計額はいくらになるか。

問２７

有⾺さんは⽼後の⽣活資⾦の⼀部として、毎年年末に１２０万円を受け取りたいと考えている。

受取期間を２０年間とし、年利１. ０％で複利運⽤する場合、受取り開始年の初めにいくらの資⾦

があればよいか。

問２８

⻄⾥さんは、将来の⼦どもの⼤学進学費⽤の準備として新たに積⽴てを開始する予定である。毎

年年末に２４万円を積み⽴てるものとし、１５年間、年利１. ０％で複利運⽤しながら積み⽴てた

場合、１５年後の合計額はいくらになるか。
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【第９問】 下記の（問２９）〜（問３４）について解答しなさい。
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⼤久保和雄さんは、⺠間企業に勤務する会社員である。和雄さんと妻の留美⼦さんは、今後の

資産形成や家計の⾒直しなどについて、ＦＰで税理⼠でもある岡さんに相談をした。なお、下

記のデータはいずれも２０２４年１⽉１⽇現在のものである。

［家族構成］

［収⼊⾦額（２０２３年）］

和雄さん：給与収⼊４５０万円。給与収⼊以外の収⼊はない。

留美⼦さん：給与収⼊１００万円。給与収⼊以外の収⼊はない。

［⾦融資産（時価）］

和雄さん名義

 銀⾏預⾦（普通預⾦）：５０万円

 銀⾏預⾦（定期預⾦）：２５０万円

留美⼦さん名義

 銀⾏預⾦（普通預⾦）：１００万円

 個⼈向け国債（変動１０年）：５０万円

［住宅ローン］

契約者：和雄さん

借⼊先：ＴＡ銀⾏

借⼊時期：２０１４年３⽉（居住開始時期：２０１４年３⽉）

借⼊⾦額：２, ２００万円

返済⽅法：元利均等返済（ボーナス返済なし）

⾦利：固定⾦利選択型１５年（年３. ５５％）

返済期間：３０年間

［保険］

保険⾦額３, ０００万円（リビング・ニーズ特約付き）。保険契約者（保険料負

担者）および被保険者は和雄さん、保険⾦受取⼈は留美⼦さんである。

保険⾦額１, ６００万円。保険の⽬的は建物、保険契約者（保険料負担者）は和

雄さんである。

⼊院給付⾦⽇額５, ０００円、保険契約者（保険料負担者）および被保険者は留

美⼦さんであり、先進医療特約が付加されている。

《設 例》

・定期保険Ａ：

・⽕災保険Ｂ：

・医療保険Ｃ：



問２９

和雄さんは、現在居住している⾃宅の住宅ローンの繰上げ返済を検討しており、ＦＰの岡さんに

質問をした。和雄さんが住宅ローンを１２０回返済後に、１００万円以内で期間短縮型の繰上げ

返済をする場合、この繰上げ返済により短縮される返済期間として、正しいものはどれか。な

お、計算に当たっては、下記＜資料＞を使⽤し、繰上げ返済額は１００万円を超えない範囲での

最⼤額とすること。また、繰上げ返済に伴う⼿数料等は考慮しないものとする。

1． １年８ヵ⽉

2． １年７ヵ⽉

3． １年６ヵ⽉

4． １０ヵ⽉
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問３０

和雄さんは、翔太さんの⾼校の授業料負担についてＦＰの岡さんに質問をした。「⾼等学校等就

学⽀援⾦制度」に係る下記＜資料＞に関する岡さんの説明のうち、最も不適切なものはどれか。

1． 「所得判定基準が３０４, ２００円未満の場合、国公⽴⾼校の授業料負担は実質０円になりま

す。」

2． 「⾼校⼊学時に⾼等学校等就学⽀援⾦の受給資格に該当しない場合、その後在学中に申請は

できません。」

3． 「⾼等学校等就学⽀援⾦は、学校設置者が⽣徒本⼈に代わって受け取り授業料に充てるしく

みのため、⽣徒や保護者が直接お⾦を受け取るものではありません。」

4． 「⾼等学校等就学⽀援⾦制度を利⽤するためには申請が必要で、原則として、保護者等の収

⼊状況を登録する必要があります。」

〈© FP2級ドットコム 無断転載を禁じます〉 －24－



問３１

⼤久保家が契約している保険の保険⾦等が⽀払われた場合の課税に関する次の（ア）〜（エ）の

記述について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記⼊しなさい。

(ア) 和雄さんが余命６ヵ⽉以内と診断され、定期保険Ａからリビング・ニーズ特約の⽣前給付⾦

を受け取った後、和雄さんが死亡した場合、相続開始時点における残額は、相続税の課税対

象となる。

(イ) 和雄さんが死亡したことにより、留美⼦さんが受け取る定期保険Ａの死亡保険⾦は、相続税

の課税対象となる。

(ウ) ⾃宅が⽕災で全焼となり、和雄さんが受け取る⽕災保険Ｂの損害保険⾦は、所得税（⼀時所

得）の課税対象となる。

(エ) 留美⼦さんが、がんに罹患して陽⼦線治療を受けたことによって、留美⼦さんが受け取る医

療保険Ｃからの先進医療給付⾦は、所得税（⼀時所得）の課税対象となる。
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問３２

和雄さんは、現在勤めている会社を⾃⼰都合退職した場合に受給できる雇⽤保険の基本⼿当につ

いてＦＰの岡さんに質問をした。雇⽤保険の基本⼿当に関する次の記述の空欄（ア）〜（ウ）に

あてはまる適切な語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記⼊しなさい。なお、和雄

さんは２０２４年１⽉に⾃⼰都合退職するものと仮定し、現在の会社に２２歳から勤務し、継続

して雇⽤保険に加⼊しており、雇⽤保険の基本⼿当の受給要件はすべて満たしているものとす

る。また、和雄さんには、この他に雇⽤保険の加⼊期間はなく、障害者等の就職困難者には該当

しないものとし、延⻑給付については考慮しないものとする。

基本⼿当を受け取るには、ハローワークに出向き、原則として（ ア ）に⼀度、失業の認

定を受けなければならない。

和雄さんの場合、基本⼿当の所定給付⽇数は（ イ ）である。

和雄さんの場合、基本⼿当は、求職の申込みをした⽇以後、７⽇間の待期期間および待期期

間満了後（ ウ ）の給付制限期間を経て⽀給が開始される。

〈© FP2級ドットコム 無断転載を禁じます〉

１. ２週間 ２. ４週間 ３. １５０⽇ ４. ２７０⽇ ５. ３３０⽇ ６. １ヵ⽉

７. ２ヵ⽉ ８. ３ヵ⽉
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問３３

和雄さんの妹の枝⾥⼦さんは、⺠間企業に勤務する会社員であり、現在妊娠中である。和雄さん

は、枝⾥⼦さんが出産のために仕事を休んだ場合に⽀給される出産⼿当⾦や、産前産後休業中の

社会保険料の取扱いについて、ＦＰの岡さんに質問をした。出産⼿当⾦および産前産後休業中の

社会保険料に関する次の（ア）〜（エ）の記述について、適切なものには○、不適切なものには×

を解答欄に記⼊しなさい。なお、枝⾥⼦さんは、全国健康保険協会管掌健康保険（協会けんぽ）

の被保険者であり、かつ厚⽣年⾦の被保険者であるものとする。

 協会けんぽの被保険者が出産のために仕事を休み、給料の⽀払いを受けられなかった場合、

出産⼿当⾦が⽀給されます。⽀給されるのは、出産の⽇以前（＊＊＊）⽇から出産の翌⽇以後

（ ａ ）までの間において、仕事を休んだ⽇数分となります。出産の⽇が出産予定⽇より遅

れた場合は、その遅れた期間分も⽀給されます。⼀⽇当たりの出産⼿当⾦の額は、⽀払開始⽇

が属する⽉以前の直近の継続した１２ヵ⽉間が被保険者期間である場合は、その各⽉の標準報

酬⽉額を平均した額の３０分の１に相当する額の（ ｂ ）相当額となります。

 産前産後休業期間中の健康保険および厚⽣年⾦保険の保険料については、事業主の申出によ

り（ ｃ ）が免除されます。この免除期間は、将来、被保険者の年⾦額を計算する際は、（

ｄ ）として扱われます。

（注）問題の作成上、⼀部を＊＊＊としている。

(ア) 空欄（ ａ ）にあてはまる語句は「４２⽇」である。

(イ) 空欄（ ｂ ）にあてはまる語句は「３分の２」である。

(ウ) 空欄（ ｃ ）にあてはまる語句は「本⼈負担分および事業主負担分」である。

(エ) 空欄（ ｄ ）にあてはまる語句は「保険料を納めた期間」である。

問３４

和雄さんは、労働者災害補償保険（以下「労災保険」という）について、ＦＰの岡さんに質問を

した。労災保険の概要に関する次の（ア）〜（エ）の記述について、適切なものには○、不適切

なものには×を解答欄に記⼊しなさい。

(ア) 労災保険は、在宅勤務をする労働者を給付対象としない。

(イ) 労災保険における保険料率は、業種にかかわらず⼀律である。

(ウ) 労災保険の保険料は、その全額を事業主が負担する。

(エ) 労働者が業務上の災害により労災指定病院等において療養を受けた場合は、その費⽤の１割

を労働者が負担し、残る部分が療養補償給付となる。
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【第１０問】 下記の（問３５）〜（問４０）について解答しなさい。
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国内の企業に勤務する伊丹浩⼆さんは、今後の⽣活のことなどに関して、ＦＰで税理⼠でもあ

る成⽥さんに相談をした。なお、下記のデータは２０２４年１⽉１⽇現在のものである。

Ⅰ. 家族構成（同居家族）

Ⅱ. 伊丹家の親族関係図

Ⅲ. 伊丹家（浩⼆さんと奈美さん）の財産の状況

［資料１：保有資産（時価）］（単位：万円）

［資料２：負債残⾼］

住宅ローン：１, ２００万円（債務者は浩⼆さん）

⾃動⾞ローン：７０万円（債務者は浩⼆さん）

［資料３：⽣命保険］（単位：万円）

《設 例》



問３５

ＦＰの成⽥さんは、まず現時点（２０２４年１⽉１⽇）における伊丹家（浩⼆さんと奈美さん）

のバランスシート分析を⾏うこととした。下表の空欄（ア）に⼊る数値を計算しなさい。
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Ⅳ. その他

上記以外の情報については、各設問において特に指⽰のない限り⼀切考慮しないこと。また、

復興特別所得税については考慮しないこと。

解約返戻⾦相当額は、現時点（２０２４年１⽉１⽇）で解約した場合の⾦額である。(注1)

個⼈年⾦保険Ｃは、据置期間中に被保険者が死亡した場合には、払込保険料相当額が死亡

保険⾦として⽀払われるものである。

(注2)

すべての契約において、保険契約者が保険料を全額負担している。(注3)

契約者配当および契約者貸付については考慮しないこと。(注4)



問３６

下記＜資料＞は、浩⼆さんの２０２３年分の「給与所得の源泉徴収票（⼀部省略）」である。＜

資料＞を基に、浩⼆さんの２０２３年分の課税総所得⾦額（所得控除を差し引いた後の⾦額）と

して正しいものはどれか。なお、浩⼆さんには、２０２３年において給与所得以外に申告すべき

所得はなく、年末調整の対象となった所得控除以外に適⽤を受けることのできる所得控除はな

い。

1． ６, ８１６, １５７円

2． ６, ９３６, １５７円

3． ７, ０３６, １５７円

4． ７, ４１６, １５７円
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問３７

奈美さんは、２０２４年２⽉１⽇に浩⼆さんが死亡した場合、⺠法の規定に基づく法定相続分お

よび遺留分に関して、ＦＰで税理⼠でもある成⽥さんに相談をした。成⽥さんの次の説明の空欄

（ア）〜（ウ）に⼊る適切な語句または数値を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記⼊

しなさい。なお、同じ番号を何度選んでもよいこととする。

「仮に２０２４年２⽉１⽇に浩⼆さんが死亡した場合、浩⼆さんの姪である知美さんの法定相

続分は（ ア ）です。浩⼆さんが妻の奈美さんに全財産を相続させる旨の遺⾔を作成した場

合、知美さんの遺留分は（ イ ）です。また、相続税の申告が必要な場合、基礎控除の額は

（ ウ ）です。」

問３８

浩⼆さんは、国内の証券会社の特定⼝座（源泉徴収選択⼝座）で保有していた利付国債が２０２

３年１２⽉に満期を迎え、償還⾦を受け取った（下記＜資料＞参照）。この国債の償還⾦に課さ

れる所得税および住⺠税の合計額を計算しなさい。なお、解答に当たっては、償還の際に⽀払わ

れる利⼦については考慮しないこと。また、解答⽤紙に記載されている単位に従うこととし、復

興特別所得税については考慮しないこと。

＜資料：利付国債の明細＞

額⾯⾦額：８００万円

購⼊価格：額⾯１００円につき９８. ００円（購⼊時の⼿数料およびその消費税等については考

慮しない）

保有期間：３年間
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１. ゼロ ２. １／８ ３. １／１２ ４. １／１６ ５. １／２４ ６. １／３２

７. ３, ６００万円 ８. ４, ８００万円 ９. ５, ４００万円
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問３９

浩⼆さんは、⾃分の⽼齢年⾦の受取り⽅について考えており、ＦＰの成⽥さんに質問をした。浩

⼆さんの⽼齢年⾦に関する次の説明について、空欄（ア）〜（ウ）にあてはまる語句と数値の組

み合わせとして、最も適切なものはどれか。

 「浩⼆さんは、１９６３年１１⽉１８⽇⽣まれの男性ですので、⽼齢基礎年⾦と⽼齢厚⽣年

⾦を６５歳から受給することになります。

 ただし、６５歳より早く受給したい場合には、６０歳から６５歳になるまでの間に⽀給繰上

げの請求をすることができます。この場合、年⾦額は、０. ４％に繰上げ請求⽉から６５歳に達

する⽉の前⽉までの⽉数を乗じた率に基づいて減額されます。

 なお、⽀給繰上げの請求は、⽼齢基礎年⾦と⽼齢厚⽣年⾦について（ ア ）。

 また、６５歳より遅く受給し年⾦額を増やしたい場合には、６６歳から（ イ ）歳になる

までの間に⽀給繰下げの申し出をすることができます。この場合、年⾦額は（ ウ ）％に６

５歳に達した⽉から繰下げ申出⽉の前⽉までの⽉数を乗じた率に基づいて増額されます。

 なお、⽀給繰下げの申し出は、⽼齢基礎年⾦と⽼齢厚⽣年⾦について別々に⾏うことができ

ます。」

1． （ア）別々に⾏うことができます （イ）７０ （ウ）０. ７

2． （ア）別々に⾏うことができます （イ）７５ （ウ）０. ５

3． （ア）同時に⾏わなくてはなりません （イ）７０ （ウ）０. ５

4． （ア）同時に⾏わなくてはなりません （イ）７５ （ウ）０. ７
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問４０

奈美さんは、浩⼆さんや⾃分に介護が必要になった場合に備えて、公的介護保険制度について、

ＦＰの成⽥さんに質問をした。公的介護保険の被保険者区分に関する下表の空欄（ア）〜（ウ）

に⼊る適切な語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記⼊しなさい。

2級実技（資産設計提案業務 2023.1）

１. 国 ２. 都道府県 ３. 市町村および特別区 ４. ６０歳 ５. ６５歳 ６. ７５歳

７. 保険給付の対象外

８. ⾝体障害者⼿帳が交付された⼈のうち、要介護（要⽀援）状態と認定された者

９. ⽼化に伴う特定疾病を原因として、要介護（要⽀援）状態と認定された者
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《模範解答》

問番号 解答

問1 (ア) ○ (イ) ○ (ウ) ○ (エ) ×

問2 4

問3 3

問4 0.148(％)

問5 (ア) 1 (イ) 4 (ウ) 6 (エ) 8

問6 4

問7 (ア) × (イ) × (ウ) × (エ) ×

問8 156(㎡)

問9 (ア) 1 (イ) 4 (ウ) 7 (エ) 6

問10 3.52(％)

問11 (ア) 1,506(万円) (イ) 300(万円)

(ウ) 390(万円)

問12 1

問13 138(⽇分)

問14 (ア) × (イ) ○ (ウ) × (エ) ○

問15 540(万円)

問16 2

問17 (ア) 55(万円) (イ) 65(万円)

(ウ) 10(万円)

問18 4

問19 2

問20 (ア) 1 (イ) 2 (ウ) 1 (エ) 4

問番号 解答

問21 3

問22 1

問23 197(万円)

問24 176(万円)

問25 729(万円)

問26 2,837,700(円)

問27 21,655,200(円)

問28 3,863,280(円)

問29 2

問30 2

問31 (ア) ○ (イ) ○ (ウ) × (エ) ×

問32 (ア) 2 (イ) 3 (ウ) 7

問33 (ア) × (イ) ○ (ウ) ○ (エ) ○

問34 (ア) × (イ) × (ウ) ○ (エ) ×

問35 10,470(万円)

問36 2

問37 (ア) 4 (イ) 1 (ウ) 9

問38 32,000(円)

問39 4

問40 (ア) 3 (イ) 5 (ウ) 9
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